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公立大学法人尾道市立大学 第二期中期計画 
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第１ はじめに 
尾道市立大学は「知と美の探究と創造」を建学の基本理念として、経済情報学

部と芸術文化学部の２学部からなる、ユニークな公立大学である。経済情報、日

本文学、美術の３学科は、瀬戸内の要衝として栄えた尾道の歴史、優れた文化と

芸術を創造してきた尾道の伝統を現したものであり、これまで地域社会や国際社

会に貢献する多くの有為な人材を育成してきた。 

大学を取りまく環境は、少子化と人口減少、グローバル化の進展によって大き

く変化している。その中で、次代を担う若者が、確かな学力と豊かな教養、自主

的に考え行動できる主体性と積極性をもつことがますます重要になっている。こ

れを実現するために尾道市立大学は、少人数教育の特長を生かし、「何事にも好奇

心を持ち、積極的にチャレンジできる学生が育つ大学」「一人一人が成長を実感で

きる大学」「地域に入り、地域で学び、地域に還していく大学」の実現を目指す。 

 



 

 - 2 - 

  重点課題 

１．ユニークな学部・学科編成を生かした教養教育の充実と体系的な専門教育  

の実現を図る。 

２．幅広い視野と豊かな人間性をもち、リーダーシップ能力を備え、国際的に

通用する知識と技能を持った学生を育てる。 

 ３．高度な専門的知識と技能、独創的な表現力、高いコミュニケーション能力  

を持った人材を育成するカリキュラムと教育方法を開発し共有する。 

 ４．研究者一人一人が質の高い優れた研究活動と創作活動を不断に行い、国内

外に発信していく。 

 ５．尾道の歴史と伝統を学び、尊重し、「地域を学びの場」として生かす教育・

研究を実践していく。 

 

第２ 中期計画の期間 
中期計画の期間は、平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日までの６年

間とする。 
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第３ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 
 
１ 教育の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
(1) 質の高い体系的な教育課程の編成 

○ 教養科目と専門教育科目が連携した履修モデル（コア科目）を整備し、基

本理念の実現に直結するカリキュラムマップを作成する。      

○ 学士課程及び大学院課程の提供科目にナンバリングを導入し、より体系的

な教育を展開する。                      

○ 基礎的学力の修得とともに論理的思考力、判断力、表現力を高める教育手

法を充実させる。また、プレゼンテーションやフィールドワークを重視した、

アクティブ・ラーニングを全学的に実施する。           

〇 教学データの蓄積と分析を有効に行い、要対応学生を早期に把握し、リメ

ディアル教育や少人数教育による個別指導の充実を図る。     

(2) 幅広い視野と豊かな人間性をもち、国際的に通用する人材の育成 

 〇 社会科学と人文、芸術系を幅広く学ぶ本学独自の教養科目を充実させる。 

                                 

 〇 海外留学等のプログラムの充実・促進を図るとともに、地域の歴史や文化

への理解を深める中で、国際社会と積極的に関わることが出来る人材を育成

する。                            

 〇 適切な学期制の検討、効果的な外国語授業の実施等によって、国際的に通

用する教育プログラムを実施する。               

 〇 教養教育をより充実するため、責任ある実施・運営体制を整備するととも

に、教養科目の見直し、充実に取り組む。               

(3) 専門的知識と技能を身につけ、社会に貢献できる人材の育成 

○ 組織的な教育実施体制を強化するため、入学から卒業・修了までの一貫し

た組織的な教育・学修支援体制を構築、並びにより厳格で公正な成績評価の

実施など、高度な専門的知識と技能を持った人材を育成する。    

 〇 将来目標を意識しながら、実体験を通じて学ぶインターンシップ・プログ

ラムや事前・事後学習等を、学部・学科の専門教育と繋がった体系的なもの

とする。                                                    

(4) 教育力の向上 

○ アクティブ・ラーニングの充実や外国語による授業の実施等に向け、教員

個々の教育力を向上させるファカルティ・ディベロップメント活動を全学的

に展開する。                         
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○ 全学ディプロマ・ポリシーを具体的したカリキュラムとその自主学習を促

進するポートフォリオシステムを整備し充実させる。       

(5) 学生の受入れ 

○ ３つのポリシーが本学の理念・目標、学部・学科の特性を踏まえたものと

なっているかを検証しつつ、それを高校生や市民等に分かりやすく具体的に

伝える取り組みを強化する。                  

○ 大学の理念や各学部・学科の教育・研究活動を具体的に分かりやすく情報

発信する広報活動を強化する。                  

○ 少子化の進行や、全国的な入試制度改革の変化に対応した、入試制度の改

革と見直しを行う。                       

○ 地元地域の高校や高校生に対する効果的な広報活動を行う。   

 (6) 大学院教育 

○ 経済情報研究科・日本文学研究科では専門能力を生かした研究者・指導者

養成、美術研究科にあっては持続的な創作活動に携わる作家・デザイナーの

養成を目指してカリキュラムを充実させる。           

○ 学部生の内部進学を進めるため、学部・大学院一貫教育プログラムの開発・

整備に取り組む。                        

○ アドミッション・ポリシーに適合する十分な能力と意欲を持つ人材につい

て、本学学部卒業生や社会人、留学生など多様な分野からの受入れを推進す

る。                             

２ 研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
(1) 研究の活性化 

○ 国内外の学会・研究会議での発表、査読付き専門誌や学会誌への論文投稿、

展覧会の開催、学内外の研究者との共同研究等を促進し、研究の活性化に取

り組む。                           

○ 教員、学生等の研究活動を公開するコンテンツを設けて、研究活動の成果

を社会に還元する。                      

 (2) 研究の実施体制 

○ 学内研究費を活用した教員の個人研究・共同研究を推進するとともに、科

学研究費補助金等外部資金への申請率を教員の７０％以上となるよう取り

組む。                           

○ サバティカル制度の充実、学内競争的資金等の活用により、学内外の共同

研究を推進する。                      

３ 学生への支援に関する目標を達成するためにとるべき措置 
(1) 学習の支援 

○ ポートフォリオ・自己評価カルテを用いた学生自身による自己管理と、共
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有化した情報を活用したチューター等によるきめ細かな学習支援・進路支援

に取り組む。                         

○ 成績不良者・退学者数を減ずる課題整理と体制整備を行う。  

○ 障害のある学生に対する修学支援を強化するため、障害に関する研修を実

施するとともに、サポート学生を養成し、ピアサポート体制を構築する。 

                               

(2) 学生生活の支援 

○ 学生の経済状態、心身の健康状態、アルバイトや課外活動など、学生生活

全般の状況を的確に把握し、指導する体制を整備する。          

○ 教職員が連携し、学生の自主性を尊重しつつ、成績や適性に応じた進路支

援体制を構築する。                       

○ 学生生活に困難・問題が生じた場合の対応について、危機管理マニュアル

やハラスメント防止マニュアルを含めて点検・見直しを行い、より効果的な

サポート体制を確立する。                    

(3) キャリア形成の支援 

○ 国内外のインターンシップや実践的な演習を取り込んだ、キャリア教育科

目の体系的な整備を図る。                    

○ 社会人基礎力を育成する課外講座を実施する。企業等との連携によるセミ

ナーを開催し、学生への情報発信、職業観・勤労観の育成を図る。   

○ 関係部署が連携して、卒業生の進路・活動の実態を把握して、キャリア形

成に役立つ情報の整備と共有化を行う。             

(4) 経済的支援 

○ 奨学金制度の学内への周知や授業料減免制度の改善などにより、生活面で

の学生支援体制の整備を行う。また、学生への支援費がより利用しやすくな

るように、制度の改善及び利用の促進を行う。            

 

第４ 地域貢献及び国際交流に関する目標を達成するためにとるべき

措置 
１ 地域貢献に関する目標を達成するためにとるべき措置 
(1) 地域社会との連携・協働 

○ 地域との交流・連携により、地域を学びの場とする教育、地域課題に取り

組む科目の充実を図るとともに、その研究成果を地域に還元する。 

(2) 地域への学習機会の提供 

○ 地域との交流の場を増加させるとともに、公開講座・公開授業等生涯学習

の場を毎年５０件以上創出する。                 
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２ 国際交流に関する目標を達成するためにとるべき措置 
(1) グローバル化の推進 

○ 海外大学との提携を増やし、提携校との交換留学を拡大し、受入れ留学生

数及び本学からの留学学生数をそれぞれ５０人以上を目指す。また、本学学

部・学科と提携校との学術交流プログラムを開発するとともに、教員間の共

同研究を推進する。                       

○ 学内の留学生のための日本語教育、生活サポート、そのための国際交流セ

ンターの諸機能を充実し強化する。               

 

第５ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとる

べき措置 
(1) 教育研究組織の充実 

○ 大学の理念・目標にふさわしい教育実施体制を強化するため、科目配当・

教員配置の見直し、継続的な教育・学修支援体制の構築など、全学的な教学

マネジメントを確立する。                   

(2) 業績評価制度の確立 

○ 教育、研究、大学運営、地域貢献等の各領域における業績評価の方法と評

価基準を確立するとともに、その評価を適正に運用するための制度を策定す

る。                             

(3) 事務処理の改善・効率化 

○ 重点取り組み項目について、部局を越えた業務実施体制を構築する。また、

事務組織、事務処理方法等を不断に見直し、業務の適正化と効率化を推進す

る。                            

 

第６ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

(1) 資源の適正配分 

○ 大学運営経費の妥当性を検証し、経費節減を図るとともに、第２期中期財

政計画に基づき、予算の重点化と戦略的活用を図る。        

○ 大学の戦略に即した経営資源（人的資源・物的資源・資金）の適正配分を

行う。                            

(2) 外部資金等の獲得 

○ 外部資金の獲得に向け、科学研究費補助金等の学外の競争的資金への申請

数を増加させるとともに、情報収集や経験交流など組織的な支援を行うこと

で、採択率の向上に取り組む。                 

○ 地域からのニーズに応え、受託研究件数の１０％以上の増加に向け、取り

組む。                           
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第７ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにと

るべき措置 
(1) 自己点検・評価の充実 

○ 客観的な達成水準や指標に基づいた自己点検・評価を実施し、評価結果を

教育研究活動及び業務運営の改善に結びつける。           

(2) 情報公開及び広報活動の推進 

○ 尾道市立大学のブランド力の向上を図るために、ウェブサイトなど各種メ

ディアを利用した学内情報の迅速な公開を行う。また、効果的な広報活動の

ため、新たなメディアの活用を積極的に推進する。         

○ 学生が主体となった教育研究活動、ゼミ活動、サークル活動、卒業生の活

躍等の情報発信を積極的に推進する。               

 

第８ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき 
措置 

(1) 施設・設備の整備と活用 

○ 将来にわたってキャンパスの機能性を維持、向上させるため、キャンパス

整備計画を策定し、計画的に整備・改修を行う。           

(2) リスクマネジメントの強化及び法令遵守の推進 

○ 事故、災害等の未然防止のためのリスク管理と、発生した際に適切に対処

する危機管理体制を不断に見直し、教職員・学生に対する教育、研修を推進

するとともに、関係機関との連携強化を図る。          

○ 学内外の研修機会の増加、ОＪＴ等により、全教職員が参加するファカ

ルティ・ディベロップメント、スタッフ・ディベロップメント活動を充実

させ、コンプライアンスの徹底や教職員の能力向上に取り組む。 
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第９ 予算、収支計画及び資金計画 
(1) 予算（平成３０年度から平成３５年度まで） 

（単位：百万円） 
  区 分 金 額 

収入    
運営費交付金収入  ２，４２２  
補助金収入  １  
学生納付金収入  ５，７１８  
雑収入  ３４  
外部資金等収入  ５０  
目的積立金取崩収入  １４１  
借入金収入  ０  

計  ８，３６６  
    
支出    
一般管理費  ７９４  
人件費  ５，４９１  
教育研究経費  １，９１０  
外部資金等経費  ５０  
補助金事業経費  １  

 施設等整備費  １２０  
計  ８，３６６  

注 平成２９年度の額を基礎として、平成３０年度以降の予算額を試算して

いる。金額については、見込みであり、各事業年度の運営費交付金等につ

いては、事業の進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額

については、各事業年度の予算編成過程等において再計算され決定される。 

 【人件費の見積り】 

  中期目標期間中 総額 ５，４９１百万円を支給する。 

※ 人件費の見積もりについては、中期目標期間の人員を見込んで平成２９ 

年度の人件費見込み額を基に、役員報酬及び教職員の給料、諸手当並びに法

定福利費に相当する費用を試算したものであり、ベースアップ分は含まない。 

※ 退職手当については、公立大学法人尾道市立大学教職員退職手当規程に基

づき支給し、当該年度において算定された相当額が運営費交付金として財源

措置される。 
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 【運営費交付金の算定方法】 

  運営費交付金＝普通運営費交付金＋特別運営費交付金 

 ① 普通運営費交付金 

 ・ 法人の運営に係る標準的な経費・収入を算定し、その財源不足を補うため

に交付される。 

 ・ 各事業年度の普通運営費交付金は、直近年度の決算額を基準として、各事

業年度の予算編成過程において所要額が精査される。 

  ② 特別運営費交付金 

 ・ 標準的な経費で対応できない特定目的の経費である授業料減免、退職手当、

大規模修繕等、年度の事情により経費が変動する事業の財源に充てるために

交付される。各事業年度の予算編成過程において所要額が精査される。 

 

(2) 収支計画（平成３０年度から平成３５年度まで） 

（単位：百万円） 
  区 分 金 額 

費用の部    
経常費用  ８，２４８  
業務費  ７，０５５  
教育研究経費  １，５１４  

 外部資金等経費  ５０  
 人件費  ５，４９１  
一般管理費  ７８５  
財務費用  ２  
減価償却費  ４０６  

臨時損失  ０  
    
収入の部    
経常収益  ８，１７０  
 運営費交付金収益  ２，３７８  
 学生等納付金収益  ５，６２５  
 外部資金等収益  ５０  
 補助金収益  １  
 雑益  ３４  
 資産見返負債戻入  ８２  
  資産見返運営費交付金等戻入  ８０  
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  資産見返物品受贈額戻入  ２  
臨時利益  ０  

純損益  △７８  
目的積立金取崩額  ７８  
総利益  ０  

  注 収支計画と予算及び資金計画との額の違いは、資産取得及び減価償却に

係るものである。 

 

(3) 資金計画（平成３０年度から平成３５年度まで） 

（単位：百万円） 

  区 分 金 額 
資金支出  ８，３６６  
業務活動による支出  ７，９３２  

  投資活動による支出  １１９  
  財務活動による支出  ３１５  
  次期中期目標期間への繰越金  ０  

    
資金収入  ８，３６６  
業務活動による収入  ８，２２５  
 運営費交付金収入  ２，４２２  
 学生納付金収入  ５，７１８  
 外部資金等収入  ５１  
 雑収入  ３４  
投資活動による収入  １４１  
財務活動による収入  ０  

 

第１０ 短期借入金の限度額 
(1) 短期借入金の限度 

１億円 

(2) 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策

費として借り入れることが想定される。 

 

第１１ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
なし 
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第１２ 剰余金の使途 
決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改

善のための費用に充てる。 

 

第１３ 尾道市の規則で定める業務運営に関する事項 
(1) 積立金の処分に関する計画 

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究等の質の向上及び組織運営の改善の

ための費用に充てる。 

(2) その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 
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【 参考資料 】計画項目数比較表 

 

項 目 第２期 第１期 

第３ 教育研究等の質の向上に関する目標

を達成するためにとるべき措置 
３３ ７１ 

１ 教育の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 
（１９） （４１） 

２ 研究の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 
（４） （１１） 

３ 学生への支援に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 
（１０） （１９） 

第４ 地域貢献及び国際交流に関する目標

を達成するためにとるべき措置 
４ １７ 

１ 地域貢献に関する目標を達成するた

めにとるべき措置 
（２） （１１） 

２ 国際交流に関する目標を達成するた

めにとるべき措置 
（２） （６） 

第５ 業務運営の改善及び効率化に関する

目標を達成するためにとるべき措置 
３ １０ 

第６ 財務内容の改善に関する目標を達成

するためにとるべき措置 
４ １１ 

第７ 自己点検・評価及び情報の提供に関す

る目標を達成するためにとるべき措置 
３ ５ 

第８ その他業務運営に関する重要目標を

達成するためにとるべき措置 
３ １０ 

計 ５０ １２４ 

※（ ）内は、大項目内の中項目数 


